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令和元年９月橋本市議会定例会会議録（第３号）その２ 

令和元年９月10日（火） 

                                           

（午前９時30分 開議） 

○議長（土井裕美子君）皆さん、おはようご

ざいます。 

 ただ今の出席議員数は18人で全員であり

ます。 

                     

○議長（土井裕美子君）これより本日の会議

を開きます。 

                     

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（土井裕美子君）これより日程に入り、

日程第１ 会議録署名議員の指名 を行い

ます。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第88

条の規定により、議長において９番 南出

さん、15番 堀内さんの２人を指名いたし

ます。 

                     

 日程第２ 一般質問 

○議長（土井裕美子君）日程第２ 一般質問 

を行います。 

 順番８、15番 堀内さん。 

〔15番（堀内和久君）登壇〕 

○15番（堀内和久君）皆さん、おはようござ

います。８年議員させていただいとるんで

すけども、朝一というのは多分記憶になく

て、すがすがしく感じております。 

 議長のお許しをいただきましたので、通

告に従いまして一般質問をさせていただき

ます。どうぞよろしくお願いします。 

 大きく二つでございます。 

 一つ目、これも何回もやっているんです

けども、学文路大谷川樋門周辺の水害対策

について。 

 近年の台風被害は類を見ないほど厳しい

現状であると思われます。また、ゲリラ豪雨

と言われるのもよく耳に入ります。本市で

も今年は大きな被害は少ないですが、これ

からが怖い時期でございます。事前の天気

予報等により早期の対策が不可欠でありま

す。２年前の台風21号時は予想以上の被害

を受けましたが、今後はそこを基準として

どのような対策をお考えなのかをお尋ねい

たします。 

 一つ目、平成29年台風21号での公費の負

担、支出は幾らありましたか。 

 二つ目、この地域の水害とされる内水面

の面積と体積。 

 三つ目、大谷川樋門周辺（紀陽・七福団地

を主に指しております）、ポンプ設置をいた

だいておりますけども、今後、増設について

お伺いします。 

 二つ目でございます。 

 食物アレルギーを持つ子どもの環境対策

について、Ｎｏ.１とさせていただきました。

これは前向きに行政が一つになって考えて

いただきたいということで、恐らく２回、３

回、４回と続けていく質問になろうかと思

います。どうぞよろしくお願いします。 

 食物アレルギーを持つ子どもさんの母親

たちは、外に子どもを出すこと、普通の生活

をするのにどれだけ神経をすり減らしてい

るかを思うとき、無知であった自分がまず

情けなく思いました。子育てに対しても、家

の外まで考えると家族には限界があると思

われます。重度であるほど自由が制限され、

命の危機と隣り合わせに生活しています。

自己管理可能な年齢になるまで行政が手を

差し伸べてあげてほしいと願って、以下を

質問します。我が国の大切な財産に本市は
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どのような見解をお持ちか、また、どう寄り

添っていくかを各担当部署にお伺いいたし

ます。 

 一つ目、アレルギーを持つ子どもは一学

年何人で、どの部署が把握しているのか。 

 二つ目、学校現場の対応と給食。 

 三つ目、救急対応や情報共有は。 

 四つ目、本市の医療体制と認識は。 

 五つ目、災害時の備蓄食料はいかがでし

ょうか。 

 明快な答弁をどうぞよろしくお願いいた

します。 

○議長（土井裕美子君）15番 堀内さんの質

問項目１、学文路大谷川樋門周辺の水害対

策に対する答弁を求めます。 

 建設部長。 

〔建設部長（奈良雅木君）登壇〕 

○建設部長（奈良雅木君）皆さま、おはよう

ございます。学文路大谷川樋門周辺の水害

対策についてお答えします。 

 まず、一点目の台風21号における公費の

支出の主なものとしては、台風被害による

ごみ処理費用に約1,300万円、消毒費用に約

50万円、災害見舞金で約180万円、水路、河

川及び道路等の公共施設修繕費用で約650

万円、農地施設等の修繕復旧費用で約1,100

万円、公立学校施設災害復旧費用で約480万

円、職員の災害対応時間外手当費用で約

1,300万円の合計約5,060万円となっていま

す。 

 次に二点目の大谷川流域における浸水範

囲の面積と体積についてお答えします。 

 平成29年台風21号の影響により、大谷川

流域において、建物や道路、農地等が浸水し

た面積については約16.6㏊と想定していま

す。 

 また、水量については平均浸水深が約75

㎝であったと考えており、約12万4,000㎥も

の水量であったと想定しています。 

 次に、三点目の大谷川樋門周辺における

ポンプの増設についてお答えします。 

 平成29年台風21号の影響により甚大な被

害を受けたことを踏まえ、１分間に５㎥の

排水能力のある高機能水中ポンプを６台搭

載し、機動性にすぐれた迅速な対応が可能

な排水ポンプ車を平成30年８月から導入し、

浸水被害の軽減に努めているところです。 

 本年８月に発生した台風10号においては、

西日本において広範囲で大雨になるおそれ

があったことから、大谷川流域の浸水対策

として本市の排水ポンプ車と和歌山県から

レンタルしている可搬式エンジンつきポン

プの配備に加え、和歌山県に対し排水ポン

プ車の出動を要請し追加配備しました。 

 また、紀陽・七福団地内の浸水対策として

は、従前から常設している１分間に10㎥の

排水能力のある排水ポンプ２台に加え、橋

本市建設業協会に要請し、排水ポンプ４台

を追加配備しています。 

 近年、局地的な集中豪雨や短時間集中豪

雨など厳しさが増す異常な気象状況の中、

今後も気象情報等に注視しながら、早い段

階で和歌山県や国土交通省に対し排水ポン

プ車の出動要請を求めるとともに、災害時

における応急復旧応援に関する協定に基づ

き、橋本市建設協会に対しても要請し、浸水

被害の軽減に努めてまいりますので、ご理

解をお願いします。 

○議長（土井裕美子君）15番 堀内さん、再

質問ありますか。 

 15番 堀内さん。 

○15番（堀内和久君）端的で的を得た答弁あ

りがとうございます。 

 順を追っていくと、一つ目なんですけど、

公費負担というのが約 5,000万円というこ

とになるんですけど、これが多いのか少な
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いのかはちょっと私的にはわからないとこ

ろもあります。だから、これは5,000万円か

かっとるということがまず議事録に載して

おきたかったということと、後でまた、この

点に関しては最後に質問さしていただくん

ですけども、16.6㏊、ほんで、深さが約75㎝、

12万4,000㎥、ｔですかね。 

 別に資料、建設部局都市整備課長、結構几

帳面そうな感じで書いていただいて、カメ

ラに載せるほどもないんですけど、紀陽団

地周辺の大谷川からの水の、この色を塗っ

ているところがこれぐらいつかったんであ

ろう。あと、その周辺もそれに近いぐらいつ

かった。ほんで、全体で12万4,000㎥という

のが出とるんです。私らはやっぱり技術屋

じゃないんで、数字で言うてもなかなかわ

かれへんと。住まいが近いっていうことで、

この辺まで、膝まで来とるとか、ここら辺ま

でつかっとると、こういうのは現場で体感

しておりますので、内水面に関してはやっ

ぱり市地域ですから、紀の川の川底、今やっ

ていただいておると思うんですけども、や

っぱり両輪としてやっていかないかんのか

なということがまず思いとしてはあります。 

 この内水のポンプアップということが議

題というか、私の質問の真意なんですけど

も、1,254ｔという数字が毎分でというのが

具体的な数字を出していただいておるんで

す。そしたら、これを全てのポンプでいった

ら、今回の建設協会とか、市長が買うてくれ

た、緊防債でポンプ車、ほんで、もともとつ

いているやつ、全部足したら約99ｔ、100ｔ

弱の毎分出せるということなんですけど、

これで足りるという認識なんですか。それ

とも、今後どういうふうにしていくかって

いうか、何か思いとしてはあるんですか。お

願いします。 

○議長（土井裕美子君）建設部長。 

○建設部長（奈良雅木君）まず、その数字に

基づきましてわかりやすく説明させていた

だきましたら、私どもが資料で提示させて

いただきました1,254㎥という数字につき

ましては、平成29年12月の16番議員の一般

質問のときには、1,074㎥というふうな答弁

させていただいています。それはなぜかと

いいますと、そのときは１時間当たりの最

大雨量の頂点を見きわめての数字でござい

ました。そこから、後、見直しをかけたこと

により、10分間の最大で頂点を見きわめて

計算したところ、1,254㎥となったわけでご

ざいます。その1,254㎥を、今回準備いたし

ました99.3㎥のポンプによって排出すると

なれば、割合的に１割も満たない、約８％ぐ

らいの能力しかないという答えが出ます。

それと、あと一点、浸水面積16.6㏊というこ

とで、これ、１㎝当たりは1,660㎥となるわ

けで、これを１㎝下げるのでも16分かかる。

そして、全部、12万4,000ｔを排出するとな

ると、20時間48分かかるということになろ

うかと思います。 

 以上です。 

○議長（土井裕美子君）15番 堀内さん。 

○15番（堀内和久君）わかりやすい説明あり

がとうございます。早い話が１割程度も満

たないということ。ほんで、さらにゲリラ豪

雨というか、しびしび降っているパターン

もあるし、計算できない部分というのがあ

ろうかと思います。最小最大で計算したと

きに、数字というのはまた新たに出るのか

もしれませんけども、やはりこの台風21号

というのは、43歳の僕の記憶では一番大き

い災害やったのかなぐらいのイメージはあ

るんですけども、これを軸としたときに、危

機管理もしくは建設部局、どちらでも結構

ですけど、この２年間でいろんな要望とか、

いろんな対話というかいろんなことがあっ
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て、緊防債でポンプ買おうよという話にな

ったと思うんですけども、明らかに足りな

いということ。ほんで、県はたまたま持って

いますよね、ポンプ車。今回、来ていますけ

ど、初めて来たと思うんです。今まではずっ

とかつらぎ町に行ってて、その水害の大小

もあれば、どっちが先につかったかという

のもあると思うんでそれは置いといて。今、

橋本市が持っている最高で99ｔという、99

㎥というのが出ていると思うんで、1,254㎥

全部出せとは言わないですけども、軽減に

努めるという観点から、建設部長にお伺い

するんですけども、かつらぎ町は２台、水害

発生して想定外って言うてからまたポンプ

車買うんですかという話なんです。今後、ど

ういうふうにしていこうという思いなのか

をお伺いいたします。 

○議長（土井裕美子君）建設部長。 

○建設部長（奈良雅木君）それでは、あの平

成29年の台風21号が起こってから今までの

取り組みについてお話しさせていただきま

す。 

 まず、あの台風21号が過ぎ去った後、すぐ

に私、市長に呼ばれ、「ポンプ増設せえ」と

いう指示を受けました。それをもって私と

しては準備に入りました。それで、まず考え

たのは、今、団地内に常設している１分間に

20㎥のポンプ、これを同じだけ増設すると

いうことで計画を始めたわけですが、それ

はやはり次の出水期とか台風シーズンまで

には間に合わないという一点と数千万のコ

ストがかかることもありまして、または効

果的なことを考えれば、団地内へ据えるよ

り大谷川へ直接据えたほうがええという考

えもあり、ポンプ車というのは、今言うた20

ｔより1.5倍の30ｔ。コストは高いけど有利

な起債もあるし、汎用性もあってどういう

ふうな対応でもできるということで市長に

報告したところ、これについては市長の英

断ですぐに、「ポンプ車買えよ」というふう

なお話をいただきまして、段取りして８月

に導入できた。それでその対応を行ってき

たという、まずこれが一点。 

 それと、次に、より建設協会との連携を強

化しまして、常にポンプを増設していただ

けるというふうな体制もできて、今回の99

㎥につながったということもございます。 

 それと、あと、やっぱり一番効果的なのは、

紀の川の水位を下げるということですんで、

それに対して、やはり国土交通省に陳情、市

長は何回も上京して陳情してくださってい

ますし、議員の皆さまからも、委員会から意

見書を出していただいたり陳情していただ

いて、その結果として本年度、国土交通省は

国土強靭化、その維持管理の範疇ではござ

いますが、３億円の補正のお金を橋本市に

投資いただき、そして河道掘削、しゅんせつ、

または伐採をしていただいたところです。

これに関してどんな効果があったかという

検証はまだできておりませんが、少なから

ず効果はあったと考えておるところでござ

います。 

 以上が今までに取り組んできた、ハード

面に特化したことでございます。 

 以上です。 

○議長（土井裕美子君）15番 堀内さん。 

○15番（堀内和久君）ありがとうございます。

つけ加えてお伺いするんですけども、ご尽

力と市長の英断というのはよくわかりまし

た。本当に感謝いたします。そして、ポンプ

を買うたわけですけども、まだまだ不足や

ということはわかっとると思うんです。百

ゼロの話ではないんです。毎年毎年、予算と

いうのはつくのか否か、ポンプ車であった

り、ポンプを据えるであったりとか、増設に

ついてはお考えはあるでしょうか。 
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○議長（土井裕美子君）建設部長。 

○建設部長（奈良雅木君）現状のところは、

ある設備を最大限に利用して準備するとい

うふうに、私としては考えております。 

 以上です。 

○議長（土井裕美子君）15番 堀内さん。 

○15番（堀内和久君）ありがとうございます。

要望的な話になるんですけども、ポンプが

もう少し必要です。何回も言いますけど、百

ゼロにしてくれと言うとるんではないです。

行政が大きな被害を受けて市長の英断で買

ってくれた。その１回ぽっきりやったらや

っぱりあかんと思うんです。やっぱり国土

交通省もそこまで本気度出してやってくれ

とるんであれば、我々橋本市も内水の面に

関してはどれだけのことをできるか。 

 どれだけの量があるかって、75㎝と言っ

たら、だいたい家庭用で言うたら炊飯器と

いうかＩＨとか置く、この腰の高さぐらい

を指すと思うんです。そこまで水が入っと

るということは、かなり壊滅的な状態にな

るんです。不動産云々の話もあろうかと思

いますけど、それは置いといて、やはりこの

２年間で何をしたかということが、被害を

受けてすぐしたことがそれで感謝していま

す。ほんだら、去年、今年、来年、再来年っ

て来るであろう対策というのは、ちょっと

いかがなものかなっていうのは個人的に思

います。 

 だから、やっぱり手差し伸べてほしいと

いう要望ということで答弁は結構ですので、

これで満足していないのは皆多分同じやと

思うんです。財政事情もあってやりたいけ

どやってあげられないというのはわかるん

ですけども、最初の話でいいますと、この被

害を受けたら約5,000万円という支出があ

ると思います。少々軽減になっても、5,000

万がゼロになることはないのはよくわかる

んですけども、このお金をいかに生かして

どういう補助金を抱き合わすかということ

で、ポンプ増設、これはもうバケツリレーし

かないと思うんです。樋門を閉めらなあか

んときは中の水をとにかく出すしかないと

思うんで、かつらぎ町で２台あるんです。橋

本市はあと何台必要かということを今後、

財政部局、教育部局、いろんなとこあると思

うんですけど、福祉部局、いろんなとこのい

ろんな知恵をいただいて、前向いていって

ほしいと思います。ここまでにしておきま

す。 

 一点少し気になることなんですけど、も

しよかったら、建設部長、理事でも結構です。

大谷川というのがまず一点、軸になると思

うんです、水が入ってくる一番上流の部分。

そして、新しい道、フルーツラインというの

ができました。フルーツラインの排水の部

分が大谷川の入り口になって、ここ、直角の

Ｌ字カーブで変なブロックが積んでありま

すよね。あれで、あの周辺の人というのはか

なり恐怖しているんですね。あの辺の水の

流れとか、今後の展開について、ちょっと端

的にお伺いします。 

○議長（土井裕美子君）建設部長。 

○建設部長（奈良雅木君）その箇所につきま

しては私どもも危機感を感じておりまして、

台風のたんびに事前にコンクリートキュー

ブを積んだりという応急対策をしておりま

す。けれども、この応急対策だけではいけな

いと思いますので、現状、来年度に向けて考

えておりますことは、国土強靭化に連携し

た形で地方公共団体向けに緊急自然災害対

策事業債というのがございまして、それは

有利な起債でございまして、令和２年度ま

でなんですけども、充当率が100％で、交付

税措置率が70％と30％の負担でできるんで、

何らかの対策を、それを使って来年度に向
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けて計画を立て提出し、認めていただいた

上で実施したいというふうに考えておると

ころでございます。 

○議長（土井裕美子君）15番 堀内さん。 

○15番（堀内和久君）ありがとうございます。

やってください。やっていただかないと、あ

の辺はもうあふれるので大変危ないです。

作物もございますし、よろしくお願いしま

す。 

 最後になるんですけども、前向いた話は

いただいとるんですけど、ポンプつけたろ

ということは言っていただいていないんで

す。時間の都合上もあるんで要望で、これか

ら何をすべきかということを考えていただ

けとるのはわかるんで、一つだけ紹介させ

ていただくんですけども、この間からニュ

ース、テレビを見とったときに、九州で水害

に遭われた方の、テレビというのはよくニ

ュースでインタビューをするんですね。イ

ンタビューの人を見て、僕、びっくりしたん

ですけど、武雄市、視察にも行ったことがあ

るんで記憶がしっかりしているんですけど、

家内とテレビを見てて話を聞いてたら、数

年前にもこういう水害があった。行政はこ

こまでこの数年かけてやってくれた。だか

ら、この水害は辛抱するんやって。全員じゃ

ないですよ。そのコメントをした人、たった

１人かもしれない。何人おられるかわから

ないですけど、こういうことを言う人がそ

の水害に遭われた地域に住んどるというこ

とです。橋本市に何を求めとるかというの

はわかると思うんですけど、やれることを

やりましょうというだけの話です。どうぞ

よろしくお願いします。 

 一つ目を終わります。 

○議長（土井裕美子君）次に、質問項目２、

食物アレルギーを持つ子どもの環境の対策

に対する答弁を求めます。 

 健康福祉部長。 

〔健康福祉部長（吉田健司君）登壇〕 

○健康福祉部長（吉田健司君）食物アレルギ

ーを持つ子どもの環境の対策についてお答

えします。 

 まず、一点目のアレルギーを持つ子ども

は一学年何人でどの部署が把握しているか

とのおただしですが、就学前の子どもにつ

いては、保育所や幼稚園、そして、認定こど

も園などの在園時の場合に限りますが、健

康福祉部こども課で食物アレルギーを持つ

児童数を把握しています。 

 入園申し込みの際に書類の受け付けとあ

わせて、各園の先生と保護者面談を行う際

に、お子さんの食物アレルギーの有無等に

ついてもお聞きしています。給食を提供し

ていない公立幼稚園もありますが、私立を

含めた各園の対象児童数を把握するよう努

めています。 

 各園からの集計値となりますが、８月末

現在で、市内全体で73人の食物アレルギー

を持つ児童が在園しています。年齢別の内

訳は、５歳児16人、４歳児16人、３歳児17人、

２歳児13人、１歳児８人、ゼロ歳児３人とな

っています。 

 次に、小・中学校では学校教育課において、

入学前の就学時健診の際に食物アレルギー

についての調査票を配布し、保護者から情

報提供をいただいています。また、毎年、保

健調査票や緊急連絡カード、家庭環境調査

等で食物アレルギーを含む子どもたちの健

康状態を家庭と連携して把握しています。 

 本年度は、食物アレルギーを持つ児童生

徒のうち緊急要請が必要な児童生徒として

46人、小学校１年生８人、２年生12人、３年

生１人、４年生７人、５年生３人、６年生５

人、中学１年生４人、２年生３人、３年生３

人を把握しています。 
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○議長（土井裕美子君）教育部長。 

〔教育部長（阪口浩章君）登壇〕 

○教育部長（阪口浩章君）次に、二点目の学

校現場の対応と給食についてお答えします。 

 学校給食センターでは、食物アレルギー

対応基本方針・対応マニュアルに基づき、学

校のアレルギー疾患に対する取り組みガイ

ドラインで定義されているレベル１（詳細

な献立表対応）として、給食センターが作成

する毎月の献立表と希望される家庭には食

材料ごとに成分を詳細に記入した成分表を

事前に配布し、それをもとに保護者や学級

担任などが指示を行う、もしくは、児童生徒

自身の判断で給食から原因食物を除いて食

べる対策、並びに、レベル２（弁当対応）と

して、全ての献立を停止し、かわりの弁当を

持参する完全弁当対応と飲用牛乳、パンな

どのように対応が困難な料理においては停

止を行うことができる一部弁当対応を行っ

ています。加えて、平成30年９月の新センタ

ー稼働時から始まったレベル３（卵の除去

食対応）では、食物アレルギーの調査票をも

とに、保護者、学校長、養護教諭、栄養職員、

給食センター長、その他必要な職員で個別

面談を行った上で、食物アレルギー対応委

員会において対応を決定します。 

 対応が決まった児童生徒には１カ月ごと

のアレルギー専用の献立表を作成し、学校

を通じて事前に保護者とその月に喫食する

かどうかについて最終確認を行っています。 

 除去食の調理については、調理場のアレ

ルギー対応責任者のもと対象アレルゲンが

混入しないよう調理を行い、個人別搬送容

器で配送します。 

 各学校では、学級担任と当該児童生徒で

予定献立表を見て除去食が誤りなく提供さ

れていることを確認して喫食します。個人

別搬送容器の回収後は、アレルギー専用洗

浄機で洗浄し、保管します。この一連の作業

で食物アレルギー卵の除去食の給食が終わ

ります。 

 また、食物アレルギーに関する研修会や

エピペン講習会の開催、学校教職員と給食

センターとの協議の場を設け、確実で安全

なアレルギー対応をめざしているところで

す。 

 今後のアレルギー対応については、食物

アレルギーのある児童生徒や保護者の負担

を減らせるよう、令和２年度からは、エビ・

カニを加えた３品目の除去食対応を考えて

います。 

 一方で、安全確保の観点からも慎重に検

討した上で対応内容を決定していくことが

求められるため、今後、献立を現在の卵除去

単品を複数品にすることから、献立作成時

には原因食材が同じ献立に入らないように

する必要があります。 

 このことからも、食物アレルギー対応を

行う上で学校、給食センターでは、誤配・誤

食の危険性が常にあることも踏まえ、安全

性を最優先とした除去食対応を行っていき

ます。 

○議長（土井裕美子君）消防長。 

〔消防長（木次則雄君）登壇〕 

○消防長（木次則雄君）次に、三点目の救急

対応や情報共有についてお答えいたします。 

 消防本部は、アレルギー等の疾患を持つ

園児・児童及び生徒の情報を、教育委員会学

校教育課・健康福祉部こども課から提供を

受け、食物アレルギー関連の情報を把握し

ています。 

 次に、救急対応ですが、119番受信時に情

報提供された園児・児童及び生徒であれば、

それらの情報を通信司令員が閲覧し、救急

活動及び病院選定等に活用できる体制をと

っています。 
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 救急隊は、通信司令員からの情報を得て、

必要な資機材等を準備し、現場へ向かいま

す。現場到着後、傷病者の意識、呼吸、脈拍

の状態及びアナフィラキシー症状の有無を

確認し、さらに全身観察等も行います。 

 呼吸状態が悪ければ酸素投与を開始し、

エピペンが処方されているが自己注射がで

きない場合に、親、教員等が投与をしていな

ければ、救急救命士が本人にかわって投与

することが可能です。投与すべきか判断を

迷う場合は、医師に判断を仰ぐこともあり

ます。 

 医療機関は事前情報により、通信司令員

交渉で決定している場合もありますが、決

定していない場合は、救急隊の観察情報を

もとに医療機関を選定し搬送します。 

○議長（土井裕美子君）病院事務局長。 

〔病院事務局長（小林久義君）登壇〕 

○病院事務局長（小林久義君）次に、四点目

の本市の医療体制と認識についてお答えし

ます。 

 まず、本院の小児科については、現在、和

歌山県立医科大学より３名の小児科医が派

遣され、外来・入院・救急の対応をしていま

す。 

 外来については、月曜から金曜まで、午前

と午後診療を行い、また救急外来は輪番制

をとっておりまして、和歌山県立医科大学

附属病院紀北分院、公立那賀病院、南奈良総

合医療センターと広域連携し、本院は月曜・

木曜の夜間、並びに土曜日の昼夜間が当番

となっており、小児救急の対応をしていま

す。 

 そのうち、小児科外来・救急にて、食物ア

レルギーに関する症状で受診された方は、

年間約120件となります。 

 通常外来にてアナフィラキシーの可能性

があると診断された方については、自己注

射薬のエピペンを院外薬局にて処方してお

ります。このエピペンについては、講習を受

けた医師のみが処方できまして、２名の小

児科医が対応できます。 

 救急対応については、アナフィラキシー

が発症した患者さんで救急要請があった場

合は、医療機関用のアドレナリン注射で対

応しています。 

 以上、本院では小児科・救急等で食物アレ

ルギーを持つ子どもさんの対応をしていま

すが、重篤な症状、命にかかわるような状態、

また小児科医不在で他医師の診療専門外に

よっては、他院への受診・転送のお願いをし

ています。 

○議長（土井裕美子君）危機管理監。 

〔危機管理監（上田力也君）登壇〕 

○危機管理監（上田力也君）次に、五点目の

災害時の備蓄食糧についてお答えします。 

 本市は、中央構造線断層帯による直下型

地震における避難所避難者数をもとに、令

和８年度までの年次備蓄計画を策定し、こ

の計画に基づき４万 7,000食の食糧の備蓄

を、アルファ化米、缶詰パン、ビスケットの

３種類で現在進めています。なお、平成30年

度末時点の備蓄食糧数は２万9,100食であ

り、備蓄率は約62％です。このうち、ワカメ

ご飯、田舎ご飯などのアルファ化米をアレ

ルギー対応食糧として備蓄を行い、現在、ア

レルギー対応食糧数は１万6,000食で、平成

30年度末時点の備蓄総数に占める割合は約

55％です。 

 また、乳幼児のアレルギー対応粉ミルク

の備蓄についても、年次備蓄計画をもとに

行っています。 

 食物アレルギーは、個人の体質や食物の

種類により発症しますが、この症状は個人

により異なります。また、最近、食物アレル

ギーはさまざまな食品に認められるように
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なっており、以前には見られなかった果物、

野菜、芋類による食物アレルギーが発見さ

れており、多種に対応したアレルギー対応

食の備蓄が求められています。 

 しかし、公助として本市でできる範囲で

アレルギー対応食の備蓄に努めますが、全

ての方々の食物アレルギーに対応した食糧

を備蓄することは不可能ですので、自助と

して個人で可能な限り、アレルギー対応食

備蓄に努めていただき、共助として地域が

食物アレルギーの子どものサポートを行っ

ていただき、自助・共助・公助がおのおのの

役割を果たし、情報を共有することで、子ど

もたちの命と暮らしを守ることができると

考えています。 

 本市としては、市内部での情報共有に努

めるとともに、必要に応じアレルギー対応

に係る備蓄計画を見直すことや、現在の備

蓄状況等をホームぺージなどで公表してい

きたいと考えています。 

○議長（土井裕美子君）15番 堀内さん、再

質問ありますか。 

 15番 堀内さん。 

○15番（堀内和久君）映像をお願いします。

色が悪いんですけど、一応、シティセールス

の女性の方にお願いして、例えばでつくっ

ていただきました。情報が核になるという

のがまず一番であります。その子どもは、当

然、保護者が了解した上でこれをつけてい

る。これではないんですけど、つけとる子が

おるということをまずわかっていただきた

い。はしぼう、かわいらしいですよね。橋本

の子やってわかれへんかなというのが個人

的にあります。例えば、ゆきむら君やったら、

「この子、九度山の子かな」とか、こういう

ふうになればいいかなという思いだけ見て

いただけたら、これで結構です。ありがとう

ございます。 

 そしたら、質問させていただきます。結構

時間食ったんで端的にいきます。情報共有

の核になる部分、これがまずどこの部署も

情報という言葉は認識あると思うんですけ

ども、福祉部長にお伺いします。結局は、園

に入っていないと人数把握というのはなか

なか難しいと思います。僕が聞きたいのは、

出生してくれた子ども、一学年で何人で、何

人中何人アレルギーがおって何％で、重度

から軽度、こういうふうなぱちっとするこ

とがまず情報共有の核になると思うんです。

その点についてはやっていただけますでし

ょうか。 

○議長（土井裕美子君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（吉田健司君）それについて

は、子育て世代包括支援センターが中心と

なりまして、登録カードの統一からやって

いきたいと考えています。議員、今おただし

のように、保育園、こども園に行っているお

子さんについてはほぼ100％把握していま

すけども、行っていない子どもさんについ

ても非常に重要だと考えています。これに

ついては子育て世代包括支援センターで定

期健診なり、ゼロ歳児の健診なりやってい

ますので、随時、保護者と面談を行って、ア

レルギーの子どもさんについてはその登録

カードに登録してもらう。この登録カード

についてはまだできていませんけども、随

時様式を考えていって、中学３年生まで統

一した様式でそれが使えるように考えてお

ります。これを市全体で共有してやってい

きたいというふうにも考えております。 

 以上です。 

○議長（土井裕美子君）15番 堀内さん。 

○15番（堀内和久君）ありがとうございます。

私は、福祉部長は本当にスピード感を持っ

てやっていただけると思うんで、その点は

信じていますので、どうぞよろしくお願い
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します。 

 先ほどのマークなんですけども、いつも

僕は思うんです。和歌山県下９市、和歌山県

で平木哲朗氏は本当に福祉部門っていうん

かな、こういう生活弱者であったりとか、ほ

んまに思いやりがあるというか、おだてて

ええ答弁を引こうとしとるわけじゃないん

です。ただ、ほんまにそこの部分というのは

負けてない。橋本市が一番と誇れるとこで、

今回のこのアレルギーのお子さんをお持ち

の方とか、地域性で言うたら、あるベッドタ

ウンに住んでいるんですけども、やはり橋

本いいとこや。教育も福祉もええとこやさ

かいに、よそからこっちへ入ってくれたと

いう人がいてました。やっぱり平木さんと

いうのはすごいなというのはそこで思いま

した。 

 陳情に行ったときも、できることからや

っていこうって、市長の本気度というのが

職員に伝わったので、これだけこまめな質

問をしても結構すり合わせというか、質疑

応答が円滑にいっとるということは、平木

市長の本気度が伺えます。したがいまして、

職員の皆さまに申し上げたいのは、本気で

やっていただきたいということです。だか

ら、それは失礼やったらおわびするんです

けど、このマークを使って情報共有の核、こ

ういったことをまず発信していただく。区

長会であったりとか、広報、ホームページ当

たり前、できることから発信をしていただ

く部署というのが、僕、今のところ福祉なの

かなと思うんですけど、どの部署でも結構

です。思いというか、やっていただけますで

しょうか。 

○議長（土井裕美子君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（吉田健司君）先ほどのマー

クを見せていただいたら、結構、いいマーク

でかわいいなと思いましたけども、全国的

に統一したシールがあればいいなと私自身

は思っています。それがまだできてないと

いうことは、やはり保護者の間でも、そのマ

ークをつければ自分の子どもがいじめられ

るとか、そのマークだけを信じて病院とか

行った場合に、そのマークで治療した場合、

非常に危険度もあるというのもちょっと把

握しています。やっぱり聞き取りをして、し

っかりした症状を見て治療を行わないと、

そのシールだけの情報だけでやってしまっ

たら大変なことになるというのも、この間、

庁内の検討会議でもありました。 

 シールについては、まずは先ほど言いま

したように登録カードでアレルギーの子ど

もさんを把握させていただいて、そこから

保護者との全体会とか入っていくんですけ

ども、その中で、そのシールの必要について

保護者の方から要望があれば積極的にやっ

ていきたいとは思いますけども、今のとこ

ろ答弁としてはそのぐらいになります。 

 以上です。 

○議長（土井裕美子君）15番 堀内さん。 

○15番（堀内和久君）ありがとうございます。

いろんな人が駆けつけたときに、はてなマ

ークを与える、考えていただくということ

がまず大事であると思いますので、いろい

ろもんでいただいたらと思います。 

 そしたら、教育部長、よろしくお願いしま

す。 

 学校対応の現状というのは理解しました。

今後の展開のご配慮というのは、また要望

というか、お願いいたします。給食、ここが

テーマで、近々の課題になっております。本

市は最高グレードの給食センターが建っと

るにもかかわらず、能力が発揮できていな

いと僕は思います。まだまだできるはずで

す。県下９市どころか、日本で１番、２番の

設備やと僕は思っております。後から建て
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た人はもっとええのできるんでしょうけど、

そこをきっちり給食センターとして部局で、

あれだけ人数おるんやからやっていただき

たい。民間委託しとるんで、給食の調理員の

現場が潤おっとるんかどうかというのは、

失礼があったらおわびするんですけど、そ

こをまずきっちりやっていただきたい。 

 最高の話で申し上げますと、低アレルゲ

ン化というのを本市全体で取り組んでほし

いというのは、これはいきなりは無理なの

わかっていますので、それはやっぱり教育

部長、在籍中に何とかやったろって言うて

くれたらうれしいんですけども、それはそ

れで置いといたらいいと思います。検討課

題ということで、やっていける設備があり

ながらやってない、宝の持ち腐れというの

はいかがなものかということなんです。だ

から、さっきから何品目か増えるという話

なんですけども、視察に行ってございます、

ご存じのとおり。５種類９品目の対応とい

うのを勉強してきているはずです、給食セ

ンターは。行ったんやったらやってくださ

いということなんです。いかがですか。 

○議長（土井裕美子君）教育部長。 

○教育部長（阪口浩章君）まず、そのアレル

ギー対応、今レベル３ということで除去食

対応なんですけども、今回、１品目を３品目

に来年４月から増やしたいということで考

えておるんですけども、そのための必要と

する事務作業ということになりますと、ま

ず、除去食対応の献立表の作成、それから、

その除去していく上での調理工程のプラン

の作成、どの段階でその食材を除去するの

かということ決めていかなければなりませ

ん。 

 それから、調理工程、実際、今委託してい

ますけども、調理員の方々が調理をする上

での動線の確保。そこに関係者の協議とい

うことで、これは給食センター、委託業者、

学校との協議。そこに保護者の皆さんから

の希望調書をとった上での面談。そして、最

終的には、対応委員会でのアレルギー対応

の決定というような事務作業というものが

伴います。これらについては答弁の中でも

申し上げましたように、やはり安全を最優

先にしているという観点から、慎重に行っ

ていきたいということでございます。 

 ただ、議員が言われるように、今、市のほ

うでは３品目ということで来年４月からは

考えておりますけども、やはりその先に今

回対応をしておりません乳製品ということ

で、レベル３、除去食対応の中では一つまだ

その課題というものは残っております。そ

れにつきましては、できるだけ給食センタ

ー、教育委員会、学校、業者も含めて対応で

きるように、準備を進めるような調査、研究

は速やかに行っていきたいというふうに考

えております。 

○議長（土井裕美子君）15番 堀内さん。 

○15番（堀内和久君）ここばかりは、研究し

ていただいたら結構ですと言いたいんです

けど、研究したらやってほしい。それだけの

建物と、皆さん、能力もあるし、栄養士さん

も優秀ですやん。だから、その辺きっちりや

らんといかんと。やる本気度の裏として、給

食調理員かって１人、２人増やさなあかん

ですよね、次の契約に対して。その点という

のは、給食調理員を増やすという思いと、予

算要求というのはしてるんですか。端的に

お願いします。 

○議長（土井裕美子君）教育部長。 

○教育部長（阪口浩章君）今後、３品目、そ

してさらにその先を見据えて、本当に人員

増、特に調理部門の増というのは、これは検

討しなければなりません。必要な措置、最終

的にどのような人員をどの部署で増やして
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いくかということが決まってくれば、これ

については要求をしていきたいというふう

に考えています。 

○議長（土井裕美子君）15番 堀内さん。 

○15番（堀内和久君）もう答弁は結構ですけ

ども、答えありきで引き算していかないと、

検討検討で足していってもゴールというの

は遠ざかるばっかりなんですよ。けつ切っ

て、これまでにこれをやるというふうにや

っていただきたい。そこなんです。だから、

ええセンターあるのにできないというのは

おかしいと思うんで、できない根拠を、答弁、

議事録に載らないですけど、また伺います。

時間ないんで結構でございます。どうぞよ

ろしくお願いします。 

 消防長、よろしくお願いします。 

 壇上での答弁は、さすが消防、橋本市が世

界に誇れる消防やと思います。すばらしい

と思います。いつもほんまに敬意を表しと

るんですけども、やっぱり中核を担う情報

というのが絶対的に不可欠であるというふ

うに各課認識しとると思うんですけども、

福祉部でこれだけの情報共有の核が、グレ

ード上がって情報共有できたら、消防とし

たらグレード上がりますよね。いろんな横

のつながりであったりとか、その点につい

て伺うんですけども、円滑でスピードが増

すというふうに認識というか、どんな思い

でおられるのかちょっと答弁ください。 

○議長（土井裕美子君）消防長。 

○消防長（木次則雄君）お答えさせていただ

きます。消防としたら、確かに、救急現場で

対応して、救急隊が非常に助かると思いま

す。それで、情報共有できたら、まさに消防

としたら、これ以上良いことはないと思い

ます。 

 以上です。 

○議長（土井裕美子君）15番 堀内さん。 

○15番（堀内和久君）消防長、ありがとうご

ざいます。もう一点だけ、今の話はアナフィ

ラキシーショック状態とか、知っている人

が救急119番したときの雰囲気になると思

うんですけど、やはり救急時っていうのは、

災害時もそうですけど、親とか学校、近所、

この子がアレルギー持っているんだよとい

うのを知らない人が見たら、119番しますよ

ね。そのときに、あのマークであったり、広

報、ホームページからの、「この子は、あれ、

何かついてるな。こういうマークついてい

る子、たしかこうやったかな」というような

ことを、地域全体で守っていくというのは

そういうことやと思うんです。だから、その

辺をやっていったら、病院でも消防でも、や

っぱり何かしら上がってくる、そういうふ

うに思うんで、核になるところは何とかや

っぱりやっていただきたいと思います。 

 次、ちょっと病院のほうに移らせていた

だきます。消防長、どうぞよろしくお願いし

ます。 

 答弁では、月１回ぐらいお越しいただい

ているような数字的やったと思うんですけ

ども、最終的に、エピペンと言われる注射を

打って、延命というか、症状がやわらかくな

るのがせいぜい三、四十分であるという、僕、

素人ながらにお母さん方に聞いた認識でお

ります。実際、しんどくなった子を目の当た

りにすると、本当に母親とか家族というの

は、かわれるものやったらかわってあげた

いとほんまに思うと思うんです。やっぱり

最終のとりでというのがお医者さまです。

神さま、仏さま、お医者さまです。 

 それを担う市民病院を持っているという

ことがうちの強いとこで、今回、本当にびっ

くりしたのが３名、奇跡的に医師不足で、管

理者ね、よくとにかく医者が足らんと言っ

て我々議会も必死になって、病院長並びに



－84－ 

管理者の思いというのに僕らも努力したい

と思うんですけど、それと並行して僕らの、

今回僕の思いも聞いていただきたい。週３

回おるというのは、３人おるというのはや

っぱり奇跡的な数字やと思います。 

 やっぱりバックアップしていただく上で、

お母さん方が一番怖いのは365日の夜、子ど

もがしんどくなるのも夜、ちょっと友だち

らとほたえてしんどくなったのは土日であ

ったりとか、こういうとこをバックアップ

するに当たって、今回この議会を通じて、お

隣同士の議員で仲よくしていただいとる人

が、この９月の議会で何らかのアクション

を起こしています。ということは、答弁にも

あったように、広域連携という言葉、やっぱ

りこれが大事になってくると思う。365日、

24時間とまではいかずとも、夜の体制を整

えるに当たって週３回の夜間の受け入れが

市民病院でいけるんであれば、お隣、どこと

は言いません。ショック状態で、エピペンで

救急搬送三、四十分、コンパスで丸したらだ

いたいどこの病院で連携をするのが一番な

のかという受け皿的な、大切な国の財産を、

命を守る取り組みとしての最終とりで、こ

こを市民病院、「うちだけ助けて」と言うと

る意味ちゃうんです。当然、向こうも助けら

なあかん。イコール、日本国民を少しでも助

けていくというのが日本全国でウエーブに

なればええと僕は思うんですけど、それが

今、箕面市はできているように思います。そ

れにどれだけ橋本市が近づけれるか。本当

にしんどいのをかわれるものやったらかわ

ってあげたいというお母さま方のこの思い

に、市当局の一番最終とりで、お医者さま、

総務課長なんかもどえらい熱意ある方です

よね。その辺はどういうふうにお考えなの

か、ちょっと広域連携について端的にお願

いいたします。 

○議長（土井裕美子君）病院事業管理者。 

○病院事業管理者（山本勝廣君）小児救急に

関しましては、和歌山県は和歌山県の北部

に関して、和歌山市の休日夜間診療所が中

心となって対応するようにというふうな方

針です。橋本市民病院は月、木、土曜と対応

していますけども、それ以外は当院のその

３人の小児科医も和歌山県北部の小児救急

を担うために、和歌山市のほうに出張して

います。そういった状況で和歌山県はそう

いうふうに考えてはいるんですけども、何

しろ橋本市は北東部の端ですので、その地

理的なことを考えると、奈良や大阪南、ある

いは那賀等、小児救急に関しては連携をし

ていくということが必要だと思います。そ

ういったことに関しては、具体的には、そう

いう提携はできていません。 

 南奈良医療センターができるまでは、県

立五條病院とか橋本市民病院、そして、橋本

市内の小児科医でミニ輪番ということで、

割合ちょっと協力ができていたように思う

んですが、今はそういうことではちょっと

手薄になっているのかなという印象は受け

ております。 

 以上です。 

○議長（土井裕美子君）15番 堀内さん。 

○15番（堀内和久君）ありがとうございます。

これはやっぱりお医者さまと病院経営も隣

り合わせであることなので、私らはまだ勉

強不足なんで、思いとしてはわかっていた

だいとると思うんです。だから、やっぱりこ

こは何とか管理者と事務長、協力し合って

発信して、情報を共有することで、「うちへ

来いよ」、もしくは、「うちがだめなときは診

てくれ」という、お母さま方、外で遊んでき

た子どもが帰ってきて、ぱたんともししん

どくなったときに、やっぱり119番というの

はどの病状でもなると思うんです。だから、
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その受け皿的なことを、何でもかんでも押

しつけて悪いんですけど、やっぱり助けて

ほしい。助けてあげてほしい。この点につい

ては、もっとやっぱりグレードを上げて、横

のつながりというか、僕もできる限り頑張

らせていただきますので、ともにやらせて

いただきたいと思いますので、どうぞその

点はよろしくお願い申し上げます。 

 そしたら、危機管理のほう、移らせていた

だきます。 

 備蓄の定義とか、欲しい答弁以上にいた

だいたんですけども、その備蓄の定義とい

うのは当然、長期というか、避難したときに

食べないと死ぬ。だから、食べるわけです。

でも、このアレルギーを持つ子どもたちと

いうのは、食べても死ぬんです。極論の話で

すよ、言葉悪いですけど。だから、今の答弁

では、ある程度粉ミルクであったり、アレル

ギーのを把握してくれて備蓄というのをや

ってくれていることには感謝しとるんです

けども、最後のほうで、自助・共助・公助、

自助をしっかり、限界があるので自助をど

うのこうのというお話やったと思うんです

けど、最初のお話を聞いてもうたらわかる

と思うんですけど、アレルギーを持った子

どもさんの母親たちは、自分たちの自助で

は、命を救うために、自分の産んだ子どもを

救うために一生懸命やっとるんです、これ。

自助はもう十二分に2000％できとるんです。

その上で、外へ出たとき、災害時、救急のと

きというのは、地域で助けたってくれって、

僕、言うとるんです。そしたら、この備蓄と

いうのはあって当たり前なんです。やっぱ

りお父さん、お母さん、納税していますから、

その税金で備蓄しとるわけですから、やっ

ぱりその情報共有を核として、ちゃんとこ

の地域にこれだけのアレルギーの子がおる。

危機管理室行ったら、これ、ええのあるじゃ

ないですか。こういうのをきっちり渡して、

あとは備蓄の倉庫に、アレルギーの子はこ

こだよということを示すことが危機管理室

の務めなんではないかなと思いますけど、

その点についていかがですか。 

○議長（土井裕美子君）危機管理監。 

○危機管理監（上田力也君）先ほど健康福祉

部長のほうからも答弁させていただきまし

たが、登録カードというのを利用して庁内

で情報共有するということになりますと、

私どもとしては、例えば、小学校区単位で人

数把握ということが可能となってきますん

で、ですから、教育委員会部局とも協議は要

りますけども、ここの場所に行けばこうい

うものがこれだけ備蓄されていますよとい

う情報を発信することで、少しでもアレル

ギーをお持ちの家庭に安心をしてもらえる、

そういうような形で進めていきたいなとい

うふうには考えております。 

○議長（土井裕美子君）15番 堀内さん。 

○15番（堀内和久君）ありがとうございます。

危機管理監のお言葉、ありがたいと思いま

す。そのとおりに情報共有してやっていた

だきたい。災害時というのは、みんな焦って

何がどうかわかれへんときもありゃ、沈着

冷静な備蓄を渡してくれる人もおるかもわ

かれへん。災害のことというのは、うちは大

きな災害というようなことはなったことな

いんで、本当に怖いです。そんなときほど、

行政のマニュアルであったりとか、こんな

ときはこうするんだという、危機管理監イ

コール総合政策部長でございますから、や

っぱりトップダウンで、こういうふうにし

なさいということを命令していただいたた

ら、倉庫の中に備蓄が数あって、その中の

何％この地域の子はアレルギーがあるんだ

ということあったら、こういうええのある

んであれば、ここですよというふうに発信
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する。それやったら、マークであろうと、ア

ンケート結果であろうと、情報共有は関係

ないと思います。災害時というのは何が起

こるかわからないので、食べないと死ぬ。食

べても死んでしまうかもしれない。ここを

徹底していただきたい。どうぞよろしくお

願い申し上げます。 

 最後になるんですけども、何とか頑張っ

て数分つくりました。市長、陳情に行かせて

いただいて、お母さま方、本当に喜んでおり

ました。できることからやっていこうと言

ったときに、お母さま方はほんまに涙が出

るぐらいうれしかったんであろうと思いま

す。やっぱり市長の思いというのは僕もわ

かっていますし、やれることからやってい

こうという、今までどれぐらい彼女たちが

しんどかったかという部分を考えて、今後、

橋本市が箕面市を追い抜けとかそういうこ

とではないんですけど、それに近づくに当

たって、例えば、ふるさと納税の使い方であ

ったりとか、いろんな補助等々あると思い

ます。サンプル都市としてよそから視察に

来れるような市にしていこうという思い、

その身の丈を市長のために全て２分50秒差

し上げますので、どうぞ。それで私の質問を

終わらせていただきます。 

○議長（土井裕美子君）市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）堀内議員の質問にお答

えをします。 

 先日、陳情を受けさせていただいて、まず

橋本市で一体何ができるかということをや

っぱり、そしてその情報共有をしていく。ま

ず、乳児から５歳まで、保育園、幼稚園、こ

ども園に行くそういう人たちは、ハートブ

リッジのほうでしっかり情報共有しながら

その対応をしていくということが大事です。

給食センターにおいても、これからアレル

ギー食は増やしていこうとは思っています。 

 ただ、橋本市の子どもの貧困率が高い。そ

の中で、給食で栄養をとっている子どもた

ちも現実にいてる。じゃあ、その子どもたち

に対しての当然対応というのも考えていか

なあきませんし、また、食育、地産地消とい

う問題の中で、その対応をどのように考え

ていくのか。例えば、アレルギー食一辺倒に

したら、今度はそれに反対する人たちが、や

っぱり子どもたちにはちゃんと栄養とらし

てくれという者も出てくると思う。そうい

うふうなきちっとした、市民、保護者の皆さ

んとの調整もしっかりと図っていかないと、

逆に、アレルギーの子どもに特化した形を

とってしまいますと、逆の方向からまた問

題となるケースもありますので、その辺は

しっかりバランスをとって給食センターの

運営というのも考えていきたいと思います。 

 人員が要るようであれば、それは予算を、

アレルギー食をやる以上、当然やっていか

なあかんというふうに思いますし、病院の

体制についてもなかなか医師の確保という

ふうな、やはり小児というのがなかなか医

師不足の中で、なかなかなり手もいないと

いう現状の中で、どういう対応ができるの

かというのは今後の課題やと思いますし、

大人のアレルギーの方もいらっしゃるんで、

いろんな対応をしていかなあかんのかなと。 

 危機管理につきましても、やはり100％は

できない。その中で、まず今のお母さんたち

頑張ってくれているんですけども、そこに

ついてはしっかりやってもらって、共助と

いう部分では、自主防災会の人たちとか、避

難所従事者とか、そういう人たちに普通の

台風とか、そういうのは心配ないと思うん

ですけど、さっき危機管理監が申しました

ような大型の災害が起こったときに、果た

してどこまで冷静沈着に対応できるかとい
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う、混乱が来るんで、果たしてこの子は誰や

ということもわからない部分もあると思い

ますんで、そういう対応をどうとっていく

のか。ということで、公助としては、やはり

アレルギー食というのは、アレルギーを持

った子どもたちが安心して食べられるよう

にするというのも行政の責務でもあります

ので、災害時に対しても100％の対応をせよ

と言われてもなかなかできませんけども、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

できるだけ心配をしておられる保護者の皆

さんのためにも、できるだけの対応をとっ

ていきたいと思いますので、ご理解よろし

くお願いします。 

○議長（土井裕美子君）15番 堀内さんの一

般質問は終わりました。 

 この際、10時45分まで休憩いたします。 

（午前10時32分 休憩） 

     

 


